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「愛知県におけるデータ連携基盤共同利用に関するビジョン」 

の策定について（通知） 

 

このことについて、令和６年５月１０日付けデジタル庁事務連絡「データ連携基

盤に関する状況把握及び「共同利用ビジョン」の策定について」の「２．都道府県に

対応をお願いしたい事項」（２）に基づき、別添のとおり「愛知県におけるデータ連

携基盤共同利用に関するビジョン」を策定しました。 

ついては、貴市町村においてデータ連携基盤の新規利用を検討する際などは、本

ビジョンの記載内容にご留意頂きますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 企画課 

企画第三グループ（小野） 

電 話 052-954-6472（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

メール kikaku@pref.aichi.lg.jp 

 



愛知県におけるデータ連携基盤共同利用に関するビジョン 

 

 本ビジョンは、同一機能を有したデータ連携基盤（以下「基盤」という。）への重複投資及びそれらの基盤の乱立を抑制すること

を主な目的として策定するものである。 

愛知県（以下「本県」という。）内において構築済みの基盤及び当該基盤において扱うデータの分野は、別紙１に記載のとおりで

ある。 

 今後、別紙１に記載の分野に関して、本県内の市町村が基盤の新規利用を検討する際は、既存の基盤（他の都道府県内のものを排

除しない。以下同じ。）を共同利用することを基本として、本県が主導し関係自治体間の調整等を行う。なお、本県及び基盤の新規

利用を検討する市町村（以下「新規利用市町村」という。）において、無理な共同利用が弊害を生む等の理由により新規構築が適切

と判断した場合は、新規利用市町村において所要の対応を行うとともに、必要に応じて相互連携が適切に行われるよう検討する。 

また、別紙 1 に記載の分野とは異なる分野に関して、本県内の市町村が基盤の新規利用を検討する際は、本県及び新規利用市町

村において、既存の基盤の共同利用の可能性について検討し、新規構築が適切と判断した場合は、新規利用市町村において所要の

対応を行うとともに、必要に応じて相互連携が適切に行われるよう検討する。 

なお、本県が基盤の新規利用を検討する際の扱いは、これに準ずるものとする。 

 

１．基盤の現況 

別紙１に記載の基盤の概要は、別紙２のとおり。 

 

２．考慮事項 

（１）本県内の市町村が基盤の新規利用を検討する際は、その検討内容について、本県へ連絡することとする。 

（２）本ビジョンは今後の状況変化を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

 

３．当面の対応スケジュール想定 

2025年度以降  基盤の新規利用を検討する際は、本ビジョンに則り、共同利用及び相互連携の可能性についても検討を行う。 



愛知県内におけるデータ連携基盤及び当該基盤において扱うデータの分野等 

 

（2025年 3月末時点） 

当初構築年度 自治体名 主な分野（※） 種別 

2023（令和５）年度 岡崎市 産業振興/交通 非パーソナル 

2024（令和６）年度 
一宮市 健康/子育て パーソナル 

蒲郡市 医療/健康 パーソナル 

※「主な分野」については、国の各種交付金等に係る申請書類に記載の内容を基にしつつ、実態や今後の展開も勘案して記載。 

※「種別」については、「データ連携基盤の共同利用ガイドブック」（デジタル庁）や「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」の記載を

参考に、扱うデータの種別について記載。 

別 紙 １ 



愛知県内におけるデータ連携基盤の概要等 

（2025年 3月末時点） 

自治体名 岡崎市 

○システム構成図 

 

  

別 紙 ２ 



（2025年 3月末時点） 

自治体名 一宮市 

○システム構成図 

 

  



（2025年 3月末時点） 

自治体名 蒲郡市 

○システム構成図 

 

 


